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第 70 期 事 業 報 告

 平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで  

 
Ⅰ 企業集団の現況に関する事項 
 1. 事業の経過及びその成果 
 
   当連結会計年度における我が国の経済は、個人消費と設備投資の内需の伸
び、及びBRICsといわれる諸国の経済成長に依る外需に牽引され、景気は好
調に持続すると思われました。しかしながら、BRICsの経済成長は石炭、鉄
鉱石の原材料や、原油価格等を高騰させ、また、原油価格の高騰の為に代用
エネルギーが検討された結果、パーム油、椰子油等からバイオディーゼルが、
またトウモロコシに代表される穀物からバイオエタノールが生産され始めま
した。このことが動植物油高騰につながり、原油及び動植物油が同時に高騰
するというかつてない動きとなっております。 
   また、07年央から取りざたされたアメリカ発のサブプライムローン問題は
世界の金融界の信用不安を引き起こし、米ドルの急激な下落と円高が進行し
ました。 
   当社グループの重要な販売分野である繊維産業界では、国内各社の選択と
集中で高付加価値製品の開発生産を拡大し、汎用品の生産を絞り込んで来ま
した。汎用品の生産は中国、インドが生産量を伸ばしましたが、特に中国は
今年度ですでに世界の生産量の60％を超える繊維生産国となっております。
また、非繊維分野におきましては業種間・企業間でさらに大きな格差が生じ
てまいりました。界面活性剤業界では、前述の様に主原料である原油及び動
植物油が同時に急騰し、商品値上げを超える原料高騰となり、これらに対す
る価格修正が重点課題となっております。 
   このような経済状況下、当社グループでは、販売金額、利益を確保するた
め前年に引き続き国際競争力のある高品質、低価格商品の開発と同時に、市
場ニーズに合致した高付加価値商品の開発を鋭意行ってまいりました。 
   以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高
27,325百万円（対前年同期比107.8％）、営業利益1,382百万円（対前年同期
比66.5％）、経常利益1,873百万円（対前年同期比66.6％）、当期純利益
1,368百万円（対前年同期比78.2％）となりました。 
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  ・部門別の業績は、次のとおりであります。 
  ① 界面活性剤部門における当連結会計年度の売上高は18,242百万円（対前
年同期比111.0％）、営業利益は867百万円（対前年同期比65.3％）となり
ました。 

    陰イオン界面活性剤の分野におきましては、合繊メーカー各社の国内繊
維生産量は減少しましたが、不織布原綿生産の拡大や炭素繊維用処理剤の
拡販があり前年並みの実績となりました。海外の汎用品の新増設に伴い関
連製品の販売が増加しましたが、売上高3,010百万円（対前年同期比
98.5％）と前年実績を下回りました。 

    非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、テキスタイル分
野は減産の影響で関連製品の販売が減少しましたが、炭素繊維増産で好調
に推移しました。海外では、衣料用及び工業用繊維分野が新増設ともに活
発で好調に推移し、また弾性繊維も好調を持続、化学工業分野では既存商
品の拡販もあり、売上高14,319百万円（対前年同期比115.1％）となりま
した。 

    陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、前年に引き続きアク
リル、ウールの減産により、関連加工剤の販売が減少しましたが、機能加
工剤は伸張しました。化学工業分野でのトイレタリー分野の両性界面活性
剤では新製品投入による受注増もありましたが、売上高912百万円（対前
年同期比97.2％）となりました。 

  ② その他部門における当連結会計年度の売上高は9,083百万円（対前年同
期比102.1％）、営業利益は514百万円（対前年同期比68.7％）となりまし
た。 

    高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維関連では、スパン糸用
糊剤は前年を下回りましたが、フィラメント用糊剤の販売は伸張しました。
非繊維関連では、建材関係の構造計算遅れによる添加剤販売不調がありま
したが、ゴム成形品加工剤、熱膨張性マイクロカプセルなどが伸張し、売
上高9,083百万円（対前年同期比102.1％）となりました。 

 
 2. 対処すべき課題 
   喫緊の課題は主原料である原油及び動植物油の急騰への対応ですが、商品
設計の見直しで原料の統合を推し進めるとともに、競争力のある新商品を開
発し、お取引先様のご理解のもと価格修正を進めていくことが最重点課題で
あると認識しております。 
   しかし、当社グループは危機意識だけにとらわれることなく、「より強
い」「より利益率の高い」企業を目指します。そのためには、 
   ⅰ）経営資源の思い切った配分を行うこと、このためには、人的資源と財
務面の強化を図ることが必要であります。当社として、研究開発部門の
人的資源の充実には特に力を注いでおりますが、若い力が顕著な成長を
見せており、より充実した体制を作り上げてまいります。また新しい時
代に対応した設備の更新など思い切った見直しを展開してまいります。
さらに財務面では、あるべき健全な財務体質を構築すること、また将来
の事業展開に備えることもあり、内部留保に配慮いたします。 
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   ⅱ）当社グループは界面活性剤分野のみならず、高分子分野におきまして
も独自の技術開発を行うことにより現在の地位を築いてまいりましたが、
これからも広範囲にわたる顧客層のニーズを的確に把握し、新しい分野
も含め技術開発力を高めることにより、海外顧客層の拡大を図りグロー
バル経済への対応力を強化してまいります。 

   ⅲ）研究開発につきましては、当社グループが誇る人材をフル活用し、界
面科学と高分子化学の深化を図り、付加価値のより高い新素材・新用途
の開発を行っております。また、環境問題を強く認識し、操業の安全面、
衛生面には積極的に取組んでおります。今後とも社会情勢の変化に対応
すべく適材適所で機動的に事業運営を図ってまいります。 

   株主各位におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。 

 

 3. 設備投資等及び資金調達の状況 

  (1) 当連結会計年度の設備投資総額は約1,144百万円でありましたが、その
主なものは、大阪工場の新設と静岡工場における湿式発泡設備の増設であ
ります。 

  (2) 上記の設備投資資金は、いずれも自己資金によってまかなっております。 
 

 4. 財産及び損益の状況の推移 
(単位：百万円)

区    分 
第 67 期 

平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで

第 68 期 
平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで

第 69 期 
平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

第70期（当期) 
平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで 

売 上 高 22,892 23,493 25,339 27,325 

経 常 利 益 2,688 2,840 2,812 1,873 

当 期 純 利 益 1,539 1,753 1,750 1,368 

１株当たり当期純利益 135円90銭 155円06銭 156円59銭 122円41銭 

純 資 産 36,847 39,712 40,501 40,092 

総 資 産 45,262 49,117 50,148 49,482 
 

 (注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。 

 
 5. 重要な親会社及び子会社の状況 
  (1) 子会社等の状況 
当期の連結対象は株式会社マツモトユシ・インドネシア１社で、当社の
議決権比率は49％ですが、実質的に支配しているため子会社としておりま
す。持分法適用会社は日本クエーカー・ケミカル株式会社、他１社であり
ます。 
当連結会計年度の売上高、経常利益、当期純利益は事業の経過及びその
成果に記載のとおりであります。 

  (2) その他 

松本興産株式会社は当社の議決権を18.9％所有しており、当社は同社の
関連会社であります。 
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 6. 主要な事業内容 
 

品    目 用   途 主 要 製 品 

繊 維 工 業 化合繊紡糸紡績油剤、チーズ用柔軟平滑剤 

農 薬 工 業 農薬防疫用乳化剤 

ゴ ム 工 業 防着、離型剤 
陰イオン界面活性剤 

洗 剤 工 業 食器、食品洗浄剤 

繊 維 工 業 化合繊紡糸紡績油剤､コーニングオイル､フィラ

メント織布用経糸油剤、精練洗浄剤、染色助剤 

鉄鋼金属工業 圧延油、作動油、金属洗浄剤 

製 缶 工 業 成型用油剤 

樹 脂 工 業 合成樹脂用練込帯電防止剤 

香 粧 品 工 業 乳化剤 

非イオン界面活性剤 

公害防止産業 流出油処理剤 

繊 維 工 業 柔軟仕上剤､チーズ用柔軟平滑剤､永久通気性撥

水剤 

樹 脂 工 業 合成樹脂用帯電防止剤 

界 

面 

活 

性 

剤 

部 

門 

陽・両性イオン界面活性剤 

香 粧 品 工 業 洗剤原料 

繊 維 工 業 経糸用糊剤、風合改良剤、繊維加工剤 

建 材 工 業 壁材用接着補強剤、軽量化充填剤 

機 械 工 業 合成ダイヤモンド 

電機・機械工業 磁性流体 

自 動 車 産 業 軽量化剤 

印 刷 工 業 インキ、塗料加工剤 

香 粧 品 工 業 触感向上剤、紫外線防止剤 

高分子・無機製品 

エレクトロニクス産業 感熱用薬剤、電池用多孔化剤 

建 材 工 業 リシン用基剤樹脂 

そ 

の 
他 

部 

門 

仕 入 商 品 
繊 維 工 業 経糸用糊剤 
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 7. 営業所及び工場 

   (1)当 社 

営 業 所 大阪営業所 東京営業所 名古屋営業所 

 広島営業所 金沢営業所  

工 場 本社製造部門 静岡製造部（袋井市） 
 

   (2)子会社 

工 場 インドネシア工場 

 

 8. 従業員の状況 
 

区  分 従 業 員 数 前期末比増減 

合 計 464名 ８名増 

 

 9. 主要な借入先 
 

借  入  先 借 入 金 額 

株式会社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 500百万円 

株式会社 三 井 住 友 銀 行 200 
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Ⅱ 会社の株式に関する事項 

1. 発 行 済 株 式 総 数 11,178,750株（自己株式102,879株を除く｡)

2. 株 主 数     608名 

3. 大 株 主  
 

株  主  名 持  株  数 

松 本 興 産 株 式 会 社 2,105,390株 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 1,060,246 

松 栄 産 業 株 式 会 社 971,423 

木 村 直 樹 918,619 

メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス 529,500 

有 限 会 社  木 村 直 樹 519,750 

株 式 会 社  三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 409,200 
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Ⅲ 会社役員に関する事項 

 1. 取締役及び監査役の氏名等 
 

会社における地位 氏    名 担当及び他の法人等の代表状況等 

代 表 取 締 役 社 長 木 村 直 樹 松 本 興 産 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 

代 表 取 締 役 専 務 綿  宏 之 生 産 本 部 長 兼 製 造 部 長 

専 務 取 締 役 松  本  新 太 郎 松 栄 産 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 

常 務 取 締 役 矢 野 真 剛 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 管 理 部 長 

常 務 取 締 役 増 田 俊 明 第 三 事 業 部 長 兼 生 産 本 部 長 補 佐 

常 務 取 締 役 蔦 谷 幹 男
第 一 事 業 部 長 兼 第 三 事 業 部 
副 事 業 部 長 兼 第 三 営 業 部 長 

常 務 取 締 役 髙 田  武 海 外 事 業 部 長 兼 輸 出 部 長 

常 務 取 締 役 木 村 芳 樹 監 査 室 長 

取 締 役 土 肥 哲 男
第 一 事 業 部 副 事 業 部 長 
兼 第 二 研 究 部 長 兼 合 弁 事 業 室 長 

取 締 役 森 下 輝 久 経 理 部 長 兼 コ ン ピ ュ ー タ 室 長 

常 勤 監 査 役 瀬 川 洋 二  

監 査 役 岩  﨑  輝 一 郎  

監 査 役 叶    智 加 羅 叶 法 律 事 務 所 代 表 
 

 (注) 1. 当期中の異動 
平成19年６月27日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、常務取締役
木田末男氏は退任いたしました。 
平成20年１月15日付で取締役髙田武氏が常務取締役に選任され就任いたしま
した。 

    2. 監査役瀬川洋二氏は、７年間当社の経理業務を担当しており、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有するものであります。 

    3. 監査役のうち岩﨑輝一郎、叶智加羅の両氏は社外監査役であります。 

 

 2. 取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 支 給 人 員 支 給 額 

取 締 役 10名 178百万円 

監 査 役 3名 19百万円 

合 計 13名 198百万円 

 (注)  取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 
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 3. 社外役員に関する事項 

  (1) 他の会社との兼任状況（他の会社の業務執行者である場合）及び当社

と当該他の会社との関係 

    イ. 監査役岩﨑輝一郎氏は該当ありません。 

    ロ. 監査役叶智加羅氏は叶法律事務所の代表を務めております。当社

と叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。 

  (2) 他の会社の社外役員の兼任状況 

    イ. 監査役岩﨑輝一郎氏は株式会社サンケイビルの社外取締役及び大

和ハウス工業株式会社の社外監査役を兼任しております。 

    ロ. 監査役叶智加羅氏は株式会社大森屋の社外監査役を兼任しており

ます。 

  (3) 当事業年度における活動状況 

    イ. 取締役会及び監査役会の出席状況 

取締役会(13回開催) 監査役会(14回開催) 
 

出席回数 出席率 出席回数 出席率 

監査役 岩﨑 輝一郎 13回 100％ 14回 100％ 

監査役 叶  智加羅 13回 100％ 14回 100％ 

    ロ. 取締役会及び監査役会における発言状況 

      ・監査役岩﨑輝一郎氏は、他社での経営経験に基づき、取締役会及

び監査役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っており

ます。 

      ・監査役叶智加羅氏は、弁護士としての見識に基づき、取締役会及

び監査役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っており

ます。 

  (4) 責任限定契約の内容及び概要 

     当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現

行定款において、社外監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の

範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づ

き、社外監査役である岩﨑輝一郎、叶智加羅の両氏は、当社との間で、

当該責任限定契約を締結しております。 

     その契約内容の概要は次のとおりであります。 

      ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負

う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限

度として、その責任を負う。 

      ・上記の責任限定契約が認められているのは、当該社外監査役が責

任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない

ときに限るものとする。 
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  (5) 報酬等の総額 

区 分 支 給 人 員 支 給 額 

社 外 監 査 役 2名 6百万円 

 

Ⅳ 会計監査人の状況 

 1. 会計監査人の名称 

   清稜監査法人 
 

 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

① 報酬等の額 14百万円 

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財務上の利益の合計額 14百万円 

 (注)  当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金

融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区別しておりませんので、

上記の金額には金融商品取引法に基づく報酬等の額を含めております。 
 

 3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

    当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当

すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監

査人を解任いたします。解任後最初に招集される株主総会において、会計

監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。 

    なお、監査役会は会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任も

しくは不再任の決定をいたします。 

 

Ⅴ 業務の適正を確保するための体制 

 1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

    取締役及び使用人が法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守すべき基

本として「松本油脂製薬グループ企業行動規範」を制定し、コンプライア

ンスを徹底する体制を構築する。コンプライアンス担当取締役は、全社横

断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・改善に努める。 

 

 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

    当社は、法令及び「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る

情報の保存及び管理を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 
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 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

   (1) リスク管理体制については「リスク管理規程」に基づき、松本油脂

製薬グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の

把握及び危機発生の対応を行う。 

   (2) 組織横断的リスクへの対応は、代表取締役社長を本部長として対策

本部を設置し、管理部を事務局として迅速な対応を行い、損害の拡

大を防止しこれを最小限にとどめる。各部門所轄業務に附属するリ

スクは担当部門がこれにあたり、その状況はすべて取締役会・監査

役会及び管理部に報告される。 

 

 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

    取締役の職務の執行については、「組織・業務分掌規程」及び「職務権

限規程」に基づいて、月一回開催される取締役会において決定する。また

必要に応じて臨時取締役会及び代表取締役との打合せ、並びに取締役を横

断する連絡会議において審議し、意思決定のプロセスの効率化・迅速化を

図るとともに、定期的な運用状況を検証する体制をとる。 

 

 5. 当会社及び子会社からなる企業集団における適正を確保するための体制 

    当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の

社会規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社の

法令の遵守並びにリスク管理体制を構築する責任を持つ。子会社は、業務

推進状況及び地域社会の様相について随時子会社を担当する取締役に報告

し、意思の疎通を図る。 

 

 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

    補助する使用人は置かないが監査役の職務を補助すべき組織として、管

理部がこれを担当する。 

    なお、補助業務に関しては取締役からの独立性を確保する。 

 

 7. 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制 

    取締役は当社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する

行為、又は著しい損害の生じるおそれのある事実を発見したときは、直ち

に監査役会に報告する。 

    なお、使用人にあたっては取締役を経由して報告するものとする。 
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 8. その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

   (1) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する

ため、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席するとともに、稟

議書等業務執行に係わる重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に

説明を求める。 

   (2) 監査役会による取締役及び使用人から情報収集の機会及び監査法人

との情報交換の機会を確保する。 

 

Ⅵ 株式会社の支配に関する基本方針 

 1． 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針 

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優

先課題と考え、その実現に日々努めております。したがいまして、当社は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業

価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に

理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確

保・向上させる者でなければならないと考えております。 

上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引

に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の

在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されることを基本

としており、会社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判

断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考え

ております。また、当社は、当社株券等の大量の買付けであっても、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを

否定するものではありません。 

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大

量の買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却

を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するた

めの必要十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条

件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とする

ものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するお

それをもたらすものも想定されます。 

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さな

い大量の買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として不適切であり、このような者による大量の買付けに対しては、必

要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。 
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2. 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み 

(1) 当社の企業価値の源泉 

当社は大正 15 年の創業以来、界面活性剤メーカーとして紡糸・紡績油

剤から糊付け、染色、最終仕上げ加工まで繊維産業の全ての生産工程に係

わる薬剤を提供し、繊維産業の発展に大きく貢献してまいりました。 

また、一般工業分野においても、長年蓄えてきた界面科学の技術を駆使

して、様々な機能性工業薬品を開発し、多様な産業分野への市場開拓に力

を注いでまいりました。    

当社は、このような当社の企業価値の源泉は、①繊維産業のグローバル

化に伴う新たな市場を開拓する力、②炭素繊維やアラミド繊維あるいは生

分解性繊維等スーパー繊維といわれる先端技術への対応力や繊維産業向け

の薬剤の高機能化に伴う技術開発力、③マイクロカプセル・マイクロビー

ズ等の超微粒子の分野において当社が占める高いマーケットシェア、④用

途開発が進む一般工業用の界面活性剤・高分子製品の技術開発力及び⑤

ISO9001 及び ISO14001 により運用される生産体制や品質保証体制など、

創業以来培ってまいりました有形無形の財産に加えて、お取引先様、お得

意先様、当社従業員等との長年に亘る信頼関係の維持等にあるものと考え

ております。 

(2) 企業価値向上のための取組み 

当社は、企業価値向上のための取組みといたしまして、当社の社是「顧

客には良品廉価で満足を」が示すように、多様化するお取引先様、お得意

様のニーズをいち早くとらえ、新たな価値ある製品をご提供できるよう豊

富なスタッフによる研究開発・製造に努めてまいります。また、当社は界

面活性剤分野のみならず、高分子分野におきましても独自の技術開発を行

うことにより現在の地位を築いてまいりましたが、今後も技術開発力を高

めていくことにより、海外顧客層の拡大を図り、グローバル経済への対応

力を強化してまいります。さらに、当社及び当社グループの事業構成とそ

の方向性を明確にし、選択と集中により経営資源の配分見直しを継続的に

進め、資本効率を高める事業投資、設備投資を行い、将来に亘って拡大・

発展させる布石を着実に打つことにより、今後の収益基盤の一層の安定と

確立に努めてまいります。 

具体的な設備投資に関しましては、八尾本社工場の再配置を進めるとと

もに、静岡工場のマイクロカプセルの設備を増設し、様々な需要に対応で

きる体制を構築してまいります。 
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また、平成 20 年 12 月には大阪府高石市の三井化学大阪工場内に建設し

ております新工場（大阪工場）が稼働することにより、繊維向け薬剤の生

産能力の拡充が可能となり、一層の企業価値の拡大が図れるものと考えて

おります。 

海外におきましては、成長市場である中国・インド等での拡販に重点課

題として取組むとともに、北米やヨーロッパにおいても積極的な展開を図

ってまいります。 

当社は、業績の伸びに応じて株主利益の増大を図ることを利益配分の基

本方針とし、剰余金の配当を行っております。平成３年の株式公開以来、

当初１株当たり 12 円でありました配当金も、業績が順調に推移したた

め、平成 19 年３月期には、１株当たり 55 円とするに至りました。 

このような基本方針に基づき、平成 20 年３月期末の配当につきまして

は、安定的な配当の継続と当期の業績等を勘案して５円増配の１株当たり

60 円といたしたいと考えております。また、内部留保資金につきまして

は、企業体質の強化と将来の事業展開に備えて活用してまいります。 

さらに、当社は、社会的責任への取組み強化も積極的に推進してまいり

ます。法令遵守や企業倫理の一層の浸透に努めるとともに、社会的責任に

対する真摯な姿勢・誠実な対応がお取引先様、お得意先様から信頼される

会社であるための要件であることを自覚し、界面活性剤メーカーとして常

に付加価値をお届けする研究開発及び品質保証体制の強化に努めてまいり

ます。これらに加え、環境マネジメントの推進、コンプライアンス体制の

確立、リスクマネジメント等の充実にも鋭意努力してまいります。コーポ

レートガバナンスにつきましては、意思決定のスピードアップと活力のあ

る組織運営に努めており、平成 11 年より変化する経営環境に迅速かつ緊

張感を持って対応するため取締役の任期を１年としております。 

今後とも界面活性剤メーカーとして安全で高品質な製品を提供すること

は勿論のこと、お取引先様、お得意先様に信頼され多様化するニーズに対

応できる分野を開拓し、さらなる事業拡大と業績向上に向けて一層の努力

を重ねてまいります。 

当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益の確保・向上につながるものと考えております。 

 



〆≠●0 
00_0781101302006.doc 
松本油脂製薬㈱様 事報 2008/06/10 9:49印刷 15/32 

 

― 14 ― 

3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み 

当社取締役会は、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び

事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、

当社株券等の大量な買付けを行う際の一定のルールを設ける必要があると考

えました。 

そこで、当社は、平成 20 年５月 16 日開催の当社取締役会において、第

70 回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを効力発生の条

件として、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本

プラン」といいます。）を導入することを決議しております。 

本プランの詳細は、第 70 回定時株主総会における第４号議案「当社株券

等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）導入の件」に係る株主総会参考

書類に記載されたとおりでありますので、ご確認下さい。また、以下で使用

している「大量買付行為」及び「大量買付者」の内容は本プランにおいて定

義しておりますので、あわせてご確認下さい。 

 

4. 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

(1) 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記 2.）について 

上記 2.「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各

取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ

持続的に向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基

本方針の実現に資するものです。 

 したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の

皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものではありません。 

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組み（上記 3.）について 

イ．当該取組みが基本方針に沿うものであること 

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該

大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社

取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、

株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とするこ

とにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する

ための取組みであり、基本方針に沿うものであります。 
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ロ．当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、

また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の

利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とする

ものではないと考えております。 

ⅰ) 買収防衛策に関する指針において定める三原則及び尊重義務を完

全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年５月 27 日付で発

表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防

衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の利

益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・

相当性の原則の三原則を完全に充足し、また株式会社ジャスダック

証券取引所の「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等

に関する規則」第２条の２に定める尊重義務を全て充足しておりま

す。 

ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示 

当社は、第 70 回定時株主総会における株主の皆様のご承認を本プ

ランの発効の条件としており、本プランの導入には株主の皆様の意

思が反映されるものとなっております。 

また、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会にお

いて、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラン

はその時点で廃止されることになっており、この点においても、本

プランの導入及び廃止は、株主の皆様の意思を尊重した形になって

おります。 

さらに、これらに加えて、当社取締役会は、実務上適切であると

判断する場合又は独立委員会からの勧告があった場合には、株主総

会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思

を確認することとされており、株主の皆様の意思が反映されます。 

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に

応じて当社株式の売却を行うか否かについての判断、及び対抗措置

の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等の際の意思

形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情

報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締

役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしておりま

す。 

ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み 

 ① 独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除

するために、独立委員会を設置しております。 
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当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、

大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討

した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は当該勧告を

最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判

断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組み

が確保されています。 

② 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買

付ルールを遵守しない場合、又は大量買付者が、当社の企業価値を

著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を

充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、

当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕

組みが確保されているものといえます。 

さらに、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対

抗措置の発動の是非の決定は当社株主総会の決議に委ねられ、この

点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及

的に排除する仕組みが確保されているものといえます。 

ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとさ

れていることから、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員

の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）で

はありません。また、当社の取締役の任期は１年となっており、期

差任期制ではないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動

を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 
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連結貸借対照表 
   

(平成20年３月31日現在) 
 

(単位：百万円) 
 

資 産 の 部 負 債 の 部 

流 動 負 債 

買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債 

退 職 給 付 引 当 金

預 り 保 証 金

9,074 

6,552 

1,000 

99 

346 

1,076 

315 

236 

79 

負 債 合 計 9,390 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

為替換算調整勘定 

少 数 株 主 持 分 

40,017 

6,090 

6,517 

27,693 

△283 

△112 

△9 

△102 

186 

流 動 資 産 

現 金 預 金 

受取手形及び売掛金 

有 価 証 券 

た な 卸 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機械装置及び運搬具 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

そ の 他 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 株 式 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

積 立 保 険 料 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

34,058 

21,562 

7,627 

700 

3,462 

481 

223 

15,424 

4,062 

1,240 

1,445 

536 

599 

240 

21 

13 

8 

11,339 

10,049 

401 

303 

12 

486 

100 

△13 純 資 産 合 計 40,092 

資 産 合 計 49,482 負債・純資産合計 49,482 
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連結損益計算書 
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

 
(単位：百万円) 

 
科         目 内 訳 金 額 金 額 

売 上 高  27,325 

売 上 原 価  21,329 

売 上 総 利 益  5,996 

販売費及び一般管理費  4,613 

営 業 利 益  1,382 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 703  

受 取 配 当 金 50  

そ の 他 412 1,167 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 13  

持分法による投資損失 15  

為 替 差 損 594  

そ の 他 53 676 

経 常 利 益  1,873 

特 別 利 益   

投資有価証券売却益 374  

そ の 他 36 410 

特 別 損 失   

投資有価証券評価損 35  
固 定 資 産 圧 縮 損 36  
そ の 他 14 85 

税金等調整前当期純利益  2,197 

法人税、住民税及び事業税 788  

法 人 税 等 調 整 額 △2 785 

少 数 株 主 利 益  44 

当 期 純 利 益  1,368 
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連結株主資本等変動計算書 
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

 
(単位：百万円) 

 
株   主   資   本 

 
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高 6,090 6,517 26,939 △278 39,269 

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当 △614 △614 

当 期 純 利 益 1,368 1,368 

自己株式の処分 △0 0 0 

自己株式の取得 △5 △5 

株主資本以外の項目の連結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 - - 753 △5 748 

平成20年３月31日残高 6,090 6,517 27,693 △283 40,017 

 
 

(単位：百万円) 
 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
 その他有価証券

評 価 差 額 金
為替換算調整勘定

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高 1,163 △95 1,068 163 40,501 

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当 △614 

当 期 純 利 益 1,368 

自己株式の処分 0 

自己株式の取得 △5 

株主資本以外の項目の連結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額) 

△1,173 △6 △1,180 22 △1,157 

連結会計年度中の変動額合計 △1,173 △6 △1,180 22 △409 

平成20年３月31日残高 △9 △102 △112 186 40,092 
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連結注記表 
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

1. 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

    連結子会社の数 １社 

    連結子会社の名称：株式会社マツモトユシ・インドネシア 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

    該当事項はありません。 

 

2. 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 

    持分法を適用した非連結子会社の数 

     該当事項はありません。 

    持分法を適用した関連会社の数 ２社 

     会社の名称：日本クエーカー・ケミカル株式会社、立松化工股份有限公司 

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等 

    該当事項はありません。 

 (3) 持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項 

    持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直

近の事業年度に係る計算書類を使用しております。 

 

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社である株式会社マツモトユシ・インドネシアの決算日は12月31日であり、

連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度に係る計算書

類を使用して連結を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。 

 

4. 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

そ の 他 有 価 証 券 ：時価のあるものは事業年度の末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は総平均法により算定） 

 時価のないものは総平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、持分相当

額を取り込む方法によっております。 

  ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

原 材 料：主として総平均法による低価法 

製品・商品・仕掛品：主として総平均法による原価法 

貯蔵品・容器(原材料)：主として最終仕入原価法 
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 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有 形 固 定 資 産 ：建物（建物附属設備は除く） 

 ①  平成10年３月31日以前に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による

旧定率法 

 ②  平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得

したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による

旧定額法 

 ③  平成19年４月１日以後に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による

定額法 

 建物以外 

 ①  平成19年３月31日以前に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による

旧定率法 

 ②  平成19年４月１日以後に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による

定率法 

（会計方針の変更） 
 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平
成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令の一
部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に
伴い、当連結会計年度から、平成19年４月１日以降に取得
したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変
更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益
が19百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純
利益が22百万円それぞれ減少しております。 
（追加情報） 
 当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得したも
のについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は、63百万円でありま

す。 

無 形 固 定 資 産 ：法人税法に定める方法と同一の基準による定額法によって

おります。ただし、ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸 倒 引 当 金 

    債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上することとしております。 
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  ② 賞 与 引 当 金 

    当社は、従業員の賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。なお、連結子会社は計上しておりません。 

  ③ 退職給付引当金 

    当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、連結子会社は計上し

ておりません。数理計算上の差異は翌連結会計年度から定額法により５年間で処

理することとしております。 

 (4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

   ①重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

    外貨建金銭債権債務は、事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益及

び費用は、連結子会社の事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上し

ております。 

   ②消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理しております。 

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

    全面時価評価法を採用しております。 
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（連結貸借対照表に関する注記） 
 1. 有形固定資産の減価償却累計額 10,922百万円
 2. 保証債務 
   他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。 
  立松化工股份有限公司 368百万円
 3. 国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置及び運搬具36百万円であり、連結貸借対
照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。 

 
（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 
 1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 
 普通株式 11,281,629株
 2. 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月27日

定時株主総会 
普通株式 614 55 平成19年３月31日 平成19年６月28日 

 
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度
となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成20年６月26日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 670 60 平成20年３月31日 平成20年6月27日 

 
（１株当たり情報に関する注記） 
  １株当たり純資産額 3,569円77銭
  １株当たり当期純利益 122円41銭
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貸 借 対 照 表 
  

(平成20年３月31日現在) 
 

(単位：百万円) 
 

資 産 の 部 負 債 の 部 

流 動 負 債 

買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 金

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債 

退職給付引当金

預 り 保 証 金

9,017 

6,505 

1,000 

1,026 

94 

346 

43 

315 

236 

79 

負 債 合 計 9,332 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金 

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

退職給与積立金

特別償却準備金

別 途 積 立 金

繰越利益剰余金

自 己 株 式 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

39,557 

6,090 

6,517 

6,517 

27,233 

785 

26,448 

300 

12 

24,200 

1,935 

△283 

△9 

△9 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

売 掛 金 

有 価 証 券 

製 品 ・ 商 品 

原 材 料 

仕 掛 品 

貯 蔵 品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

構 築 物 

機 械 装 置 

車 両 運 搬 具 

工具・器具・備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

そ の 他 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 株 式 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

積 立 保 険 料 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

33,703 

21,562 

752 

6,752 

700 

1,769 

1,128 

360 

13 

458 

204 

15,177 

3,982 

827 

379 

1,403 

25 

235 

510 

599 

21 

13 

8 

11,172 

10,049 

237 

303 

12 

486 

96 

△13 純 資 産 合 計 39,547 

資 産 合 計 48,880 負債・純資産合計 48,880 
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損 益 計 算 書 
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

 
(単位：百万円) 

 
科         目 内 訳 金 額 金 額 

売 上 高  26,778 
売 上 原 価  20,997 

売 上 総 利 益  5,781 
販売費及び一般管理費  4,509 

営 業 利 益  1,272 
営 業 外 収 益   
受 取 利 息 703  
受 取 配 当 金 102  
そ の 他 411 1,218 

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 14  
為 替 差 損 595  
そ の 他 53 663 

経 常 利 益  1,826 
特 別 利 益   
投資有価証券売却益 374  
そ の 他 36 410 

特 別 損 失   

投資有価証券評価損 135  
固 定 資 産 圧 縮 損 36  
そ の 他 14 186 

税 引 前 当 期 純 利 益  2,050 
法人税、住民税及び事業税 752  
法 人 税 等 調 整 額 0 753 

当 期 純 利 益  1,297 
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株主資本等変動計算書 
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

 
(単位：百万円) 

 
株 主 資 本 

資 本 剰 余 金  
資  本  金 

資 本 準 備 金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高 6,090 6,517 6,517 

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の繰入  

別途積立金の積立  

剰 余 金 の 配 当  

当 期 純 利 益  

自己株式の処分  

自己株式の取得  

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 (純額 ) 

 

事業年度中の変動額合計 - - - 

平成20年３月31日残高 6,090 6,517 6,517 

       
(単位：百万円) 

 
株 主 資 本 

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 
 

利益準備金 退職給与
積 立 金

特別償却
準 備 金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

利 益
剰余金
合 計

自己 
株式 

株主資本 
合  計 

平成19年３月31日残高 785 300 - 23,100 2,365 26,550 △278 38,880 

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の繰入  12 △12 -  - 

別途積立金の積立  1,100 △1,100 -  - 

剰 余 金 の 配 当  △614 △614  △614 

当 期 純 利 益  1,297 1,297  1,297 

自己株式の処分  △0 △0 0 0 

自己株式の取得  △5 △5 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 (純額 ) 

   

事業年度中の変動額合計 - - 12 1,100 △430 682 △5 677 

平成20年３月31日残高 785 300 12 24,200 1,935 27,233 △283 39,557 
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(単位：百万円) 
 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
純 資 産 合 計 

平成19年３月31日残高 1,163 1,163 40,044 

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の繰入 - 

別途積立金の積立 - 

剰 余 金 の 配 当 △614 

当 期 純 利 益 1,297 

自己株式の処分 0 

自己株式の取得 △5 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 (純額 ) 

△1,173 △1,173 △1,173 

事業年度中の変動額合計 △1,173 △1,173 △496 

平成20年３月31日残高 △9 △9 39,547 
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個別注記表 
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 
    子会社株式及び関連会社株式：総平均法による原価法 
そ の 他 有 価 証 券 ：時価のあるものは事業年度の末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は総平均法により算定） 
 時価のないものは総平均法による原価法 
 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出
資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなさ
れるもの）については、組合契約に規定される決算報告日
に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、持分相当
額を取り込む方法によっております。 

 (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
原 材 料：総平均法による低価法 
製品・商品・仕掛品：総平均法による原価法 
貯蔵品・容器(原材料)：最終仕入原価法 

 (3) 固定資産の減価償却の方法 
有 形 固 定 資 産 ：建物（建物附属設備は除く） 

 ①  平成10年３月31日以前に取得したもの 
    旧定率法 
 ②  平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得 
    したもの 
    旧定額法 
 ③  平成19年４月１日以後に取得したもの 
    定額法 
 建物以外 
 ①  平成19年３月31日以前に取得したもの 
    旧定率法 
 ②  平成19年４月１日以後に取得したもの 
    定率法 
 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
  建物及び構築物        10～50年 
  機械装置             ７年 
  工具器具備品         ４～10年 
（会計方針の変更） 
 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平
成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令の一
部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に
伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以降に取得した
ものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更し
ております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益
が19百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が
22百万円それぞれ減少しております。 
（追加情報） 
 当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得したものに
ついては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５
年間で均等償却する方法によっております。 
 当該変更に伴う損益に与える影響は、63百万円でありま
す。  
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無 形 固 定 資 産 ：法人税法に定める方法と同一の基準による定額法。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内に
おける利用可能期間（５年）に基づく定額法。 

 (4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
    外貨建金銭債権債務は、事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しております。 

 (5) 引当金の計上基準 
  ① 貸 倒 引 当 金 
    債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上することとしております。 

  ② 賞 与 引 当 金 
    従業員の賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 
  ③ 退職給付引当金 
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。 

    数理計算上の差異は翌事業年度から定額法により５年間で処理することとしてお
ります。 

 (6) 消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理しております。 

 

2. 貸借対照表に関する注記 

 （1）有形固定資産の減価償却累計額      10,751百万円 

 （2）保証債務 

    他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。 

    立松化工股份有限公司            368百万円 

 （3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

    短期金銭債権               1,967百万円 

    長期金銭債権                300百万円 

    短期金銭債務                812百万円 

    長期金銭債務                18百万円 

 （4）国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置36百万円であり、貸借対照表計上額は、 

    この圧縮記帳額を控除しております。 

 

3. 損益計算書に関する注記 

  関係会社との取引高 

   営業取引による取引高 

    売上高                 4,570百万円 

    仕入高                 1,723百万円 

    販売費及び一般管理費            44百万円 

   営業取引以外の取引による取引高       120百万円 

 

4. 株主資本等変動計算書に関する注記 

  当事業年度末における自己株式数 

   普通株式                  102,879株 
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5. 税効果会計に関する注記 

   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

    繰延税金資産 

     流動資産 

      賞与引当金              141百万円 

      未払事業税               27百万円 

      その他有価証券評価差額金       261百万円 

      その他                 30百万円 

       計                 460百万円 

     固定資産 
      退職給付引当金             96百万円 
      その他有価証券評価損         110百万円 
      ゴルフ会員権評価損           53百万円 

      その他有価証券評価差額金       116百万円 

      その他                 15百万円 

       計                 391百万円 

     繰延税金資産合計            851百万円 

 

    繰延税金負債 

     流動負債 

      特別償却準備金             1百万円 

       計                  1百万円 

     固定負債 

      その他有価証券評価差額金       371百万円 

      特別償却準備金             7百万円 

       計                 378百万円 

     繰延税金負債合計            380百万円 

 

6. １株当たり情報に関する注記 

   １株当たり純資産額            3,537円76銭 

   １株当たり当期純利益            116円06銭 
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事 業 年 度  毎年４月１日から翌年３月31日まで 

定 時 株 主 総 会  ６月下旬 

単 元 株 式 数  500株 

基 準 日  ３月31日 

その他必要がある場合は、あらかじめ公告して

定める日 

株主名簿管理人  大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

同事務取扱場所  大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

（郵便物送付先)

 

 

 〒183-8701 

東京都府中市日鋼町１番10 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

（電 話 照 会 先)  (住所変更等用紙のご請求)   0120―175―417 

(その他のご照会)       0120―176―417 

 

( 
インターネット
ホームページ
U R L) 

 

http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/ 

retail/service/daiko/index.html 

同 取 次 所  住友信託銀行株式会社 全国各支店 

公 告 方 法  大阪市において発行する「日本経済新聞」に掲

載しております。 
   
    

株 主 メ モ 

 


